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第１ 本書面の目的

本書面は、①被告恵庭市がその運営に深く関与しほぼ一体化していたか、少

なくとも実質的に事務局としての役割を果たしていた育恵会の会長である亡牧

場経営者ＸのＸ牧場が、原告らを働かせていることも、これに対する賃金を支

払っていないことも認識していながら、本件において知的障害者福祉法上の職

親制度を適用しなかった権限不行使と、さらには、②被告恵庭市が亡牧場経営

者ＸらＸ牧場関係者の行為を黙認し、さらには後押しすることにより強制労働

や最低賃金法違反に加担し、原告らをいわば行政公認の奴隷として扱ったこと

について、国家賠償法１条１条の責任を負うことを明らかにすることを目的と

する書面である。

なお、略称等は従前の例による。

第２ 強制労働及び最低賃金についての法規制

１ 強制労働についての法規制

⑴ 憲法上の定め

ア 憲法１８条は、「何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に

因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。」と

定め、人間の尊厳に反する非人道的な自由の拘束の廃絶を謳っている。

人身の自由の保障がなければ自由権そのものが存在し得ないので、これ

は人権保障の基本ともいうべき条項である。

イ ここに、「奴隷的拘束」とは、自由な人格者であることと両立しない程

度の身体の自由の拘束状態、「その意に反する苦役」とは、広く本人の意

思に反して強制される労役をいう。

ウ 憲法１８条は、私人間にも直接効力を有する（以上につき、芦部「憲法

（第８版）」２６４～２６５頁）。

また、公序違反として無効とされ、不法行為責任を発生させうる（水町
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勇一郎「詳解労働法（第２版）」１０４頁）。

⑵ 労働基準法上の定め

ア 労働基準法５条は、「使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体

の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制

してはならない。」として、強制労働の禁止を定めている。

この趣旨は、日本においては、かつて労働者の自由意思によることなく

暴行、脅迫等の不当な手段によって労働を強制する封建的な悪習が広くみ

られ、「監獄部屋」「タコ部屋」等がその典型的なものであるが、それ以

外でも程度の差こそあれ強制労働と言い得るような悪習が根強く存在し、

刑法の規定だけではその排除が困難であったため、憲法１８条の趣旨に則

り、刑法の規定よりも構成要件を広くし、罰則を強化して、これらの悪習

を排除しようとしたものである（厚生労働省労働基準局編「令和３年版労

働基準法 上」８９～９０頁、水町勇一郎「詳解労働法（第２版）」２６

３頁）。

イ 同条の「脅迫」とは、労働者に恐怖心を生ぜしめる目的で本人又はその

親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対して脅迫者自ら又は第三者の

手によって害を加うべきことを通告することをいうが、必ずしも積極的言

動によって示す必要はなく、暗示する程度で足りる（厚生労働省労働基準

局編「令和３年版労働基準法 上」９１頁）。

ウ また、同条の「その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段」とは、

精神の作用または身体の行動が何らかのかたちで妨げられる状態を生じさ

せる方法をいう。

そして、「不当」とは、本条の目的に照らし、かつ、個々の場合におい

て、具体的にその諸条件をも考慮し、社会通念上是認し難き程度の手段の

意であり、したがって、必ずしも「不法」なもののみに限られない。

例えば、ある制度をめぐる種々の具体的条件からしてそれが労働者の意
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思に反して労働することを強制し得る程度に労働者の意思を拘束するよう

な態様を帯びていれば、不当な拘束手段に該当するというべきである（厚

生労働省労働基準局編「令和３年版労働基準法 上」９２頁）。

２ 最低賃金についての法規制

⑴ 憲法上の定め

憲法２７条２項は「賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準

は、法律でこれを定める。」と定める。

この趣旨は、憲法２５条が「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生

活を営む権利を有する。」と生存権を保障しているところ、労働者と使用者

との間には交渉力格差が存在することが多く、とりわけ不況期には労働力が

買いたたかれて労働者が生活困難を来すことから、このような事態を回避す

るために、憲法は、その２８条でいわゆる労働三権（団結権、団体交渉権、

団体行動権）を保障するとともに、最も重要な労働条件である賃金について

は法律で定めることとしたのである。

⑵ 労働基準法上及び最低賃金法の定め

ア 労働基準法２８条は、「賃金の最低基準に関しては、最低賃金法の定め

るところによる。」と定める。

この趣旨は、憲法２５条に謳われている「すべて国民は、健康で文化的

な最低限度の生活を営む権利を有する。」との趣旨を受けて、労働基準法

１条にいう「人たるに値する生活」を確保せしめるために、労働者の労働

条件のうち最も重要な賃金の最低基準、すなわち最低賃金については最低

賃金法の定めるところによるとしたものである（厚生労働省労働基準局編

「令和３年版労働基準法 上」３９１頁）。

イ そして、これを受けた最低賃金法４条１項は、「使用者は、最低賃金の

適用を受ける労働者に対し、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければ

ならない。」とし、同条２項は、「最低賃金の適用を受ける労働者と使用
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者との間の労働契約で最低賃金額に達しない賃金を定めるものは、その部

分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、最低

賃金と同様の定をしたものとみなす。」として、その強行法規性を規定し

ている。

この趣旨は、賃金の低廉な労働者について、賃金の最低額を保障するこ

とにより、労働条件の改善を図り、もつて、労働者の生活の安定、労働力

の質的向上及び事業の公正な競争の確保に資するとともに、国民経済の健

全な発展に寄与することを目的とするものである（同法１条参照）。

第３ 知的障害者福祉法１６条１項３号の「職親」と被告恵庭市における位置づけ

１ 知的障害者福祉法の趣旨は、「知的障害者の自立と社会経済活動への参加を

促進するため、知的障害者を援助するとともに必要な保護を行い、もつて知的

障害者の福祉を図ることを目的とする。」ものである（知的障害者福祉法１条）。

そして、２００１（平成１３）年当時の知的障害者福祉法は、１６条１項柱

書で「援護の実施者は、１８歳以上の知的障害者につき、その福祉を図るため、

必要に応じ、次の措置を採らなければならない。」とし、同項３号は、「知的

障害者の援護を職親（知的障害者を自己の下に預かり、その更生に必要な指導

訓練を行うことを希望する者であつて、都道府県、市又は福祉事務所を設置す

る町村の長が適当と認めるものをいう。）に委託すること。」と規定している

（甲２７）。

同法に基づく職親となるためには、後記第２項記載のように、知的障害者の

福祉を図るための種々の要件が課されており、憲法１８条や労働基準法５条に

違反するような態様は、当然ながら認められていない。

２ 具体的には、原告ら準備書面⑶第２項⑵（７～９頁）で述べたように、知的

障害者福祉法（旧：精神薄弱者福祉法）に基づく「職親」制度の規定は、法律

上は以下のように整理される。
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⑴ ２００６（平成１８）年３月以前

ア 知的障害者を職親に委託するのは市の福祉事務所である（当時の知的障

害者福祉法１６条１項３号、１７条）。

イ 職親になるのは福祉事務所長が適当と認めるものであり（当時の知的障

害者福祉法１６条１項３号、１７条、通達二の１、三）、①職業の種類及

び性質、職場の環境、家庭等が精神薄弱者の保健その他の福祉を図るうえ

で不適当なものや、②職親の動機が精神薄弱者の労働力の搾取を目的とす

ると認められるものは、職親として不適当である（通達四の３）。

ウ 職親となることを希望する者は、援護の実施機関（福祉事務所長）に職

親申込書を提出し、援護の実施機関（福祉事務所長）は前記（イ）の基準

により職親申込者の認定を行い、適否の判断を行い、本人に通知する（通

達三、四の１、四の４）。

エ 福祉事務所長による職親委託は１年以内の期間（更新を妨げない）を定

めて委託し、一般雇用関係に切り替えられるように努める（通達六の２）。

オ 福祉事務所長は、職親委託後は、資格を有する職員をして職親を訪問し

て必要な連絡指導を行う（通達六の４）。

カ なお、（旧）精神障害者福祉法は１９６０（昭和３５）年３月３１日に

成立しており、「通達」とは、同年の厚生省社会局長通知「精神薄弱者職

親委託制度の運営について」（昭和３５年６月１７日付け社発３８４号）

のことである。

したがって、原告ＡがＸ牧場で住み込みで働き始める１５年以上前には

知的障害者福祉法の職親制度は成立していた。

⑵ ２００６（平成１８）年４月以降

ア ２００６（平成１８）年４月改正後の知的障害者福祉法においても、「職

親」は「知的障害者を自己の下に預かり、その更生に必要な指導訓練を行

うことを希望する者であつて、市町村長が適当と認めるものをいう。」と



*1なお、途中、２０１６（平成２８）年４月１日に改正がなされているが、各種書式様式における不服申立に関する説示部

分が詳しくなっている以外、殆ど変更はない。
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定義されている（現行知的障害者福祉法１６条１項３号）。

イ また、実施要綱によれば、留意事項として、「福祉事務所長は、判定の

結果、職親に委託することが適当であると認められた者について、登録さ

れた職親から、職種等について考慮のうえその知的障害者に適合する職親

を選定する。」とされており、ここで言う「職種等について考慮」の考慮

事項としては、通達四の３において定められていた、「職業の種類及び性

質、職場の環境、家庭等が精神薄弱者の保健その他の福祉を図るうえで不

適当なもの」と「職親の動機が精神薄弱者の労働力の搾取を目的とすると

認められるもの」が排除されるべきことは、「知的障害者を援助するとと

もに必要な保護を行い、もつて知的障害者の福祉を図ることを目的とす

る。」（知的障害者福祉法１条）という同法の趣旨からすれば当然のこと

である。

ウ そして、この目的を達成するため、知的障害者福祉法９条５項は、市町

村の責務として、

「市町村は、この法律の施行に関し、次に掲げる業務を行わなければなら

ない。

① 知的障害者の福祉に関し、必要な実情の把握に努めること。

② 知的障害者の福祉に関し、必要な情報の提供を行うこと。

③ 知的障害者の福祉に関する相談に応じ、必要な調査及び指導を行う

こと並びにこれらに付随する業務を行うこと。」と定めている。

３ また、被告恵庭市において２００３（平成１５）年４月１日から２０２３（令

和５）年３月３１日まで適用されていた恵庭市知的障害者福祉法施行細則*1
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（乙Ｃ２２及び乙Ｃ２３）によれば、同期間における被告恵庭市の「職親」

についての定めは次のとおりである。

⑴ 職親の申込み等（第２７条）

① 省令第３９条に規定する職親になることを希望する申し出は、知的障害

者職親申込書（様式第２９号）によるものとする。

（様式第２９号には、「③委託終了後の雇用の予定」や「⑨職親希望の

動機･･･」等の記載欄がある。）

② 市長は、前項の申込書を受理したときは、申込者を職親とする事の適否

について認定を行い、適当と認めたものを知的障害者職親登録簿（様式第

３０号）に登録するものとする。

③ 市長は、前項の認定により、適当と認めた者については職親申込承認通

知書（様式第３１号）を、不適当と認めた者については職親申込不承認通

知書（様式第３２号）をそれぞれ当該申講者に送付するものとする。

④ 市長は、知的障害者職親台帳（様式第３３号）を備え、その管轄する区

域内に居住する職親について必要な事項を記載しておかなければならな

い。

（様式第３３号には、「委託日時」「委託期間」「委託条件」の記載欄が

ある。）

⑵ 職親委託申込書（第２８条）

知的障害者は、職親への委託を希望するときは、知的障害者職親委託申込

書（様式第３４号）を市長に提出しなければならない。

⑶ 職親への委託（第２９条）

市長は、法第１６条第１項第３号の規定により、知的障害者の更生援護を

職親に委託することを決定したときは、職親委託決定通知書（様式第３５号）

を当該知的障害者に送付するものとする。

（様式第３５号には、「委託予定期間」の記載欄がある。）
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⑷ 職親の指導等（第３０条）

市長は、法第１６条第１項第３号の措置をとったときは、職親に対する必

要な連絡指導を社会福祉主事に行わせなければならない。

⑸ 以上の恵庭市知的障害者福祉法施行細則の規定からすると、被告恵庭市の

制度においては、２００６（平成１８）年４月の知的障害者福祉法改正後も、

職親委託は期間を定めて委託を行い、一般雇用関係に切り替えられるように

努めることが前提とされていた。

４ もっとも、被告恵庭市は、「被告恵庭市は、亡牧場経営者Ｘ、亡牧場経営者

Ｙ、亡牧場経営者Ｚに対する職親認定及び委託は行っていない。」と断言し

ている（被告恵庭市準備書面⑷「第１」第２項〔１頁〕）。

第４ 育恵会の位置づけと被告恵庭市との関係性

１ 育恵会の位置づけ

⑴ 育恵会は１９７３（昭和４８）年８月１日に設立された団体（権利能力な

き社団）である（会則附則）（甲８・１７頁）。

なお、会長は亡牧場経営者Ｘであり、２０２２（令和４）年４月８日の解

散時の正会員はＸ牧場含め４名、準会員（知的障害者）は原告らを含め６名

であった（甲９・２頁）。

ア 目的

育恵会の目的として、会則２条は「本会は知的障害者の社会復帰を促進

するため現に知的障害者を雇用している者が職親制度の振興と雇用促進に

必要な事業を行い、もって知的障害者の社会復帰並びに会員相互の連絡に

より福祉の向上に寄与するものとする。」と規定している（甲８・１５頁）。

イ 事業

育恵会の事業として、会則３条は、次のように規定している。

「本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
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① 知的障害者の社会復帰と社会啓発

② 職親制度の振興と雇用の開発

③ 知的障害者の職能研修教育と福利厚生

④ 知的障害者の雇用、就労についての研究、研修活動

⑤ 優良準会員の表彰

⑥ 関係機関との連絡調査

⑦ その他本会の目的達成のための必要な事業」（甲８・１５頁）

ウ 会員

育恵会の会員について、会則４条は、次のように規定している。

「① 本会の会員は正会員及び準会員とする。

② 正会員は知的障害者を雇用している雇主、事業所または事業団

体とし、準会員は雇用されている知的障害者とする。」（甲８・１

５頁）。

⑵ これらの育恵会の目的、事業、会員についての定めからすると、育恵会が、

里親や養子縁組等の親子関係を前提とした団体ではなく、知的障害者と各雇

主との雇用契約関係（知的障害者福祉法１６条１項３号の職親も含む）を前

提とした団体であることは、客観的に明らかである。

２ 育恵会と被告恵庭市との関係

⑴ 訴状「請求の原因」「第２」第３項⑵イ（７～８頁）に記載したとおり、

育恵会の運営には被告恵庭市も関与し、実質的に事務局としての役割を果た

していた。

ア 具体的には、育恵会の理事会は、恵庭市役所内で開催されていた（平成

３１年１月２５日開催理事会は障がい福祉課相談スペース、令和元年７月

８日開催理事会は市役所３０１会議室）（甲８・７頁）。

イ また、育恵会の総会は、被告恵庭市障がい福祉課の決裁を経た上で開催

されていた（甲８・１～２頁）。
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そして、総会の案内は、「事務局（連絡先）」を「恵庭市保健福祉部障

がい福祉課」として発出され、総会当日は、「恵庭市役所から恵庭市福祉

バスにて送迎」することになっており、さらには、「当日は令和２年度の

会費を徴収しますのでよろしくお願い致します。」とも記載されていた（甲

８・２７頁、３１頁）。

そのうえで、総会の出席連絡は、「恵庭市役所障がい福祉課」宛てにＦ

ＡＸまたは郵送にて申し込むことになっていた（甲８・２８頁、３０頁、

３２頁）。

さらに、実際に、総会の送迎用に恵庭市福祉バスを障がい福祉課長を責

任者として使用申請し、実際に使用していた（甲８・３７頁）。

ウ 加えて、育恵会では年１回の親睦会も開催されており、懇親会も、被告

恵庭市障がい福祉課の決裁を経た上で開催されていた（甲６・１～２頁）。

また、親睦会の案内も、「連絡先」を「恵庭市役所障がい福祉課」とし

て発出され（甲６・３頁）、懇親会の出席連絡は、「恵庭市役所障がい福

祉課」宛てにＦＡＸまたは郵送にて申し込むことになっていた（甲６・５

頁）。

そして、懇親会の送迎用にも、恵庭市福祉バスを障がい福祉課長を責任

者として使用申請し、実際に使用していた（甲６・３７頁）。

さらに、懇親会の決算については、被告恵庭市障がい福祉課内部での報

告事項となっていた（甲７）。

エ これらの事実について、被告恵庭市はその答弁書「第２」第２項⑶イ（３

頁）において、全て認めている。

⑵ さらに、被告恵庭市が作成した令和元年７月１０日付け恵庭市福祉バス（す

ずらん号）使用申請書（甲６・３７頁）及び同年９月２７日付け同使用申請

書（甲８・３７頁）によれば、いずれも育恵会の住所は「恵庭市役所 障が

い福祉課内」、責任者は「障がい福祉課長 辛●●●」となっている（下線
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は原告代理人において付した。）。

このことからすれば、育恵会は、被告恵庭市が運営に関与し、事務局とし

ての役割を果たしていたのみならず、実質的に被告恵庭市とほぼ一体化して

いた団体であることが認められる。

第５ 原告らの位置づけについて被告恵庭市が主張し、または認識していた事実

１ 原告らの位置づけについて被告恵庭市は、次のように主張している。

⑴ 「Ｘ牧場（亡牧場経営者Ｘ及び亡牧場経営者Ｙ）は、いわば里親に該当す

る。

里親とは、知的障害児福祉施設を退所する年齢になった知的障害児の生活

の場を提供するため受け入れ、家業を手伝わせる者をいう。雇用者ではなく

養護者として存在しており、知的障がい者の衣食住の面倒を見るほか、日中

は家業を手伝わせることにより社会参加を実現させていたもの」（被告恵庭

市答弁書「第２」第２項⑶ア〔３頁〕）。

⑵ 「亡牧場経営者Ｘらは、原告らにとって里親であり養護者であった。

原告らは、住居及び食事を提供したことが「賃金」であると主張する。

しかし、行き場のない障がい者に対し、「親」であるなら住居及び食事を

提供することは当然である。

原告らは、何らかの労働力を提供していたかもしれないが、それをもって

労働契約が成立した「労働者」であるとするのは誤りである。」（被告恵庭

市答弁書「第２」第６項⑵ア〔９頁〕）。

⑶ 「亡牧場経営者Ｘや亡牧場経営者Ｙらは、原告らを住み込みで働かせてい

たものではない。

原告Ａは、昭和51年よりＸ牧場に住み込んでいたと主張するところ、当

時、知的障がい児の多くは中学校卒業と同時に知的障害者設を退所しなけれ

ばならず、また、家族の援助も期待できなかったため牧場経営者や養豚事業
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者などがそれら知的障害児を引取り生活の面倒を見ながら家業を手伝っても

らっていたという歴史がある。

また、原告Ｂ及び原告Ｃは中途でＸ牧場に住み込みしたものであるが、牧

場に住み込みした状況は原告Ａと同様の状況にあった。」（被告恵庭市答弁

書「第２」第７項⑷ア〔１３頁〕）。

⑷ 「亡牧場経営者Ｘ及び亡牧場経営者Ｙらは、里親であり、原告らは家事使

用人に過ぎにすぎない。」
マ マ

「原告らはある程度の労働力を有しているが、牧場主との関係性は雇用を

中心として構成された関係ではなく、生活を中心に構成されたものであり、

･･･（中略）･･･原告らは「労働者」ではなく、里親である亡牧場経営者Ｘ及

び亡牧場経営者Ｙも同法の「使用者」に該当しない。」（被告恵庭市答弁書

「第３」第３項⑷〔２６頁〕）。

⑸ 「被告恵庭市は、原告らと亡牧場経営者Ｘ及び亡牧場経営者Ｙらとの間の

労働契約性を否定する根拠として、亡牧場経営者Ｘ及び亡牧場経営者Ｙらは

（いわゆる）里親であり、原告らは、家事使用人に過ぎないと主張してきた。

里親とは、知的障害児福祉施設を退所する年齢になった知的障害児の生活

の場を提供するため受け入れ、家業を手伝わせる者をいう。雇用者ではなく

養護者として存在しており、知的障がい者の衣食住の面倒を見るほか、日中

は家業を手伝わせることにより社会参加を実現させていたもので、Ｘ牧場の

ような牧場主にとり知的障がい者は、家事使用人と表するのが妥当である。」

「原告ら知的障がい者はある程度の労働力を提供しているが、亡牧場経営

者Ｘらとの関係性は、労働力の提供を中心として構成された関係ではなく、

生活を中心に構成されたもの」（被告恵庭市準備書面⑴「第１」第１項〔１

～２頁〕）。

⑹ 「被告恵庭市は、亡牧場経営者Ｘをいわゆる里親または養護者として認識

している。」（被告恵庭市準備書面⑶「第２」第３項⑴〔４頁〕）。
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２ また、育恵会の位置づけについて、書証上現れている被告恵庭市の認識とし

ては、次のものがある。

⑴ 被告恵庭市作成の２０１６（平成２８）年７月８日付け電話・口頭受理事

件処理書（乙Ｃ２１）上には、次の記載がある。

「育英会（原告ら代理人注：原文ママ）とは、障がい者を自宅で住み込み

させて仕事をさせている（里親制度）の会」（乙Ｃ２１・１頁）。

⑵ また、被告恵庭市作成の調査報告書には、次の記載がある。

ア 「育恵会は障がい者を自宅に住まわせて家業を手伝わせている里親の会。

当時は里親6名で構成されており、合せて8名の障がい者を受け入れてい

た。毎年8月に親睦会、2月に温泉で総会を開催しており、バスの手配や

宿の予約などを障がい福祉課で行っていた。育恵会の障がい者の多くは中

学校卒業後すぐに里親の元に住み込み、家業を手伝っていた。」（乙１９

・８頁注２）。

イ 「当時、知的障がい児の多くは中学校卒業と同時に知的障害児施設を退

所しなければならなかったため、牧場経営者や養豚事業者などが、それら

知的障害児を引き取り、生活の面倒をみて家業を手伝わせていた。事業主

は広く「里親」「職親」「親方」などと呼ばれていたが、知的障害者福祉

法１６条１項３号の「職親」ではなく、古くから善意の第三者として知的

障害者の面倒をみてきた人たちである。」（乙１９・９頁注４）。

第６ 被告恵庭市の責任

これまで述べてきたことを前提に、以下、被告恵庭市の責任を述べる。

１ 前提事実の再確認

⑴ まず、知的障害者福祉法上の「職親」制度は、一番古い原告ＡがＸ牧場で

住み込み稼働する１５年以上前には成立していた（前記「第３」）。

また、育恵会も、原告ＡがＸ牧場で住み込み稼働する３年前には設立され
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ていた（前記「第４」）。

⑵ 被告恵庭市は、育恵会の運営に深く関与しほぼ一体化していたか、少なく

とも実質的に事務局としての役割を果たしていたのであるから、複数の知的

障害者が牧場で稼働しているのを認識しており、原告らがＸ牧場で住み込み

稼働していることも認識していた。

⑶ さらに、被告恵庭市は、知的障害者福祉法上の「職親」の認定主体である

から、原告らとの関係で亡牧場経営者Ｘらが知的障害者福祉法上の「職親」

としての認定を受けていないことも、当然に認識していた。

２ 被告恵庭市の主張について

⑴ 被告恵庭市は、亡牧場経営者Ｘらを「いわゆる里親または養護者として認

識している」としたうえで（前記「第５」第１項⑹）、「里親とは、知的障

害児福祉施設を退所する年齢になった知的障害児の生活の場を提供するため

受け入れ、家業を手伝わせる者をいう。雇用者ではなく養護者として存在し

ており、知的障がい者の衣食住の面倒を見るほか、日中は家業を手伝わせる

ことにより社会参加を実現させていたもの」（前記「第５」第１項⑴及び⑸）

としている。

この点、被告恵庭市の調査報告書上も「生活の面倒をみて家業を手伝わせ

ていた。」「事業主は広く「里親」「職親」「親方」などと呼ばれていた」と

している（１９・９頁注４）。

他方、被告恵庭市は、「原告らは、何らかの労働力を提供していたかもし

れないが、それをもって労働契約が成立した「労働者」であるとするのは誤

りである。」（前記「第５」第１項⑵）とし、また、「原告らはある程度の労

働力を有しているが、牧場主との関係性は雇用を中心として構成された関係

ではなく、生活を中心に構成されたものであり、･･･（中略）･･･原告らは「労

働者」ではなく、里親である亡牧場経営者Ｘ及び亡牧場経営者Ｙも同法の「使

用者」に該当しない。」（前記「第５」第１項⑷）としている。
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⑵ これらの被告恵庭市の主張や証拠からすると、被告恵庭市は、亡牧場経営

者Ｘ、亡牧場経営者Ｚ及び亡牧場経営者Ｙらと原告らの関係について、「日

中は家業を手伝わせる」、「原告らは、何らかの労働力を提供していたかも

しれない」、「原告らはある程度の労働力を有している」「家業を手伝わせて

いた。」「事業主は広く「里親」「職親」「親方」などと呼ばれていた」とし

ており、一定の稼働をさせていたことを前提としている。

そして、そのうえで、「雇用者ではなく養護者として存在しており」、「労

働契約が成立した「労働者」であるとするのは誤り」、「牧場主との関係性

は雇用を中心として構成された関係ではなく、生活を中心に構成されたもの」

などとし、雇用関係にはなく、賃金（労働の対価）の支払いがなされていな

いことも前提としている。

⑶ そうすると、被告恵庭市は、自らとほぼ一体化しているか少なくとも実質

的に事務局機能を果たしている育恵会の会長である亡牧場経営者ＸのＸ牧場

が、原告らを働かせていることも、これに対する賃金を支払っていないこと

も認識していたことになる。

３ 原告らの置かれていた状況

⑴ 原告Ａは、９歳のときに障害者（児）入所施設である報恩学園に入所し、

同学園内に設置されていた養護学校の小学校と中学校を卒業した後、１９歳

でＸ牧場にて住み込みで働き始めた（甲２０・２枚目、３枚目）。

原告Ｂは、昭和３４年に生まれ、昭和３９年より障害者（児）入所施設で

あるもなみ学園に入所し、同学園内に設置されていた養護学校の小学校と中

学校を卒業した後、昭和４９年（１５歳頃）から千歳市内の牧場で働き始め、

その後、Ｘ牧場へ移ってきた（甲２１・２枚目、３枚目）。

原告Ｃは、昭和３８年に生まれ、小学校は札幌市内の普通学級を卒業し、

中学校１年生のときにもなみ学園に入所し、同学園内に設置されていた養護

学校の中学校を卒業した後、同学園内で職業訓練を１年間経験した後、昭和
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５４年（１６歳頃）から千歳市内の牧場で働き始め、その後、Ｘ牧場へ移っ

てきた（甲２２・２枚目、３枚目）。

⑵ 原告らが牧場に住み込むようになったのは、親元を離れ、入所施設を退所

した後の１０代のころであり、知的障害の有無に関わらず、単独で生きてい

くのは困難な状況であった。

原告Ａは、そのまま約４５年間Ｘ牧場で住み込みを続けることになるし、

原告Ｂと原告Ｃは千歳市内の他の牧場からＸ牧場に移ることになったが、知

的障害を持ち、社会経験もなく、牧場住み込みの生活しか知らなかった原告

らにとって、事実上他の選択肢は存在しなかった。

その中で、生きていくための他の選択肢を持たない（知らない）原告らに

とっては、Ｘ牧場に住み続けることのみが生き続ける途であり、Ｘ牧場に住

み続けるためには、亡牧場経営者Ｚらの命令通り働くしかなかった。

そして、実際にＸ牧場の運営は亡牧場経営者Ｚらの指示命令のもと原告ら

が担っていた。Ｘ牧場において他に雇用していた従業員は存在せず、原告ら

の労務提供無しに牧場の運営が出来る状況ではなく、原告らが稼働すること

が当然の前提となっており、亡牧場経営者Ｚらにしても、原告らが労務を提

供することを条件に原告らに衣食住を提供していたことは明らかである。

⑶ そうすると、原告らは、亡牧場経営者Ｘ、亡牧場経営者Ｚ及び亡牧場経営

者Ｙらから「働かないとＸ牧場を追い出されてしまい生きていけなくなる」

という、生命に関する危害についての暗示による「脅迫」か、少なくとも、

精神の作用が妨げられる状態を生じさせる「精神の自由を不当に拘束する手

段」により、その意思に反して労働を強制されていたものであり、憲法１８

条及び労働基準法５条に違反する強制労働が強いられていたと言える。

４ 被告恵庭市の対応の違法性（その１）

－知的障害者福祉法上の職親制度を適用しなかった権限不行使－

⑴ ２００１（平成１３）年当時の知的障害者福祉法は、１６条１項柱書で「援
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護の実施者は、１８歳以上の知的障害者につき、その福祉を図るため、必要

に応じ、次の措置を採らなければならない。」とし、同項３号は、「知的障

害者の援護を職親（知的障害者を自己の下に預かり、その更生に必要な指導

訓練を行うことを希望する者であつて、都道府県、市又は福祉事務所を設置

する町村の長が適当と認めるものをいう。）に委託すること。」と規定して

いる（甲２７）。

したがって、援護の実施者たる被告恵庭市は、「必要に応じ」、原告ら知

的障害者の援護を職親に委託する権限を有していた。

⑵ 同法上の職親に委託を行う場合、被告恵庭市は、職親となることを希望す

る者から職親申込書の提出を受け、障がい福祉課において、「職業の種類及

び性質、職場の環境、家庭等が精神薄弱者の保健その他の福祉を図るうえで

不適当なもの」や、「職親の動機が精神薄弱者の労働力の搾取を目的とする

と認められるもの」にあたらないか等、職親としての適否の判断を行った上

で、本人に通知しなければならず（通達三、四の１、四の３、四の４）、ま

た、職親委託期間も１年以内の期間を定めて委託し、一般雇用関係に切り替

えられるように努めなければならず（通達六の２）、職親委託後は、資格を

有する職員をして職親を訪問して必要な連絡指導を行わなければならないと

いうことになっていた。

しかし、被告恵庭市は、亡牧場経営者Ｘ、亡牧場経営者Ｙ、亡牧場経営者

Ｚらが事実上原告らの職親として振る舞っていることを認識しながら、知的

障害者福祉法に基づく権限を行使せず、原告らを亡牧場経営者Ｘらないし他

の事業者に対し同法上の職親として委託するという措置を執らなかった。

⑶ これらの権限不行使についての違法性について、原告ら準備書面⑷でも述

べたとおり、以下のように考えられる。

ア 最高裁判所は、「その権限を定めた法令の趣旨、目的や、その権限の性

質等に照らし、具体的事情の下において、その不行使が許容される限度を
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逸脱して著しく合理性を欠くと認められるときは、その不行使により被害

を受けた者との関係において、国家賠償法１条１項の適用上違法となるも

のと解するのが相当である。」と判示している（規制権限不行使について

のいわゆる水俣病関西訴訟判決。最二小判平成１６年１０月１５日、民集

第５８巻７号１８０２頁）。

イ この場合の枠組みとしては、基本的に民事不法行為法の枠組みと同様で

ある。もっとも、民事不法行為法の場合、私的自治の原則や自己責任とい

う私法原理の発想から、結果発生を防止する作為義務の存否が重要な基準

となっており、安易な作為義務の容認は司法原理に抵触する可能性がある

こともあり、「他人に損害を与えてはならない」という禁止義務は一般的

に確認されても、「他人を損害から保護しなければならない」という作為

義務は一般的には肯定されない。

しかし、権力を独占している国家機関、とりわけ行政機関の権限につい

ては、そもそも私人における私的自治の原則が妥当するわけではなく、民

事不法行為法の枠組みと異なり、作為義務の存在について緩やかに肯定さ

れる余地がある。この点において権限不行使による国家賠償責任と民事不

法行為法の違いがある（以上について、佐藤英善「実務判例逐条国家賠償

法」６９頁参照）。

ウ 具体的な要件としては、被侵害利益の性質や当該事案における具体的な

状況等を踏まえ、被害発生に係る予見可能性、権限行使による被害回避可

能性と回避義務の有無等から判断が下される（高橋滋「法曹実務のための

行政法入門⒀ー国家賠償①ー国賠法１条１項（その一）」判例時報２３９

８号１１３頁）（佐藤英善「実務判例逐条国家賠償法」７１頁もほぼ同様）

（宇賀克也、小幡純子編「条解国家賠償法」は、被侵害法益、予見可能性、

回避可能性、期待可能性の４要件を挙げる〔同書４０６～４０９頁〕）。

⑷ 以下、本件について検討する。
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ア 被侵害利益の性質

（ア）本件で行われていたのは憲法１８条及び労働基準法５条に違反する強

制労働であり、人身の自由の保障がなければ自由権そのものが存在し得

ないという点で、人権保障の根幹ともいうべき基本的かつ極めて重大な

権利である。

（イ）仮に強制労働まで認定できないとしても、労働基準法２８条及び最低

賃金法に違反する最低賃金以下の労働がなされていたことは間違いがな

く、これは、労働者の生活の安定をはかるという憲法上の生存権保障に

つながる重要な権利である。

イ 当該事案における具体的な状況

（ア）本件においては、原告らの労働は、「働かないとＸ牧場を追い出され

てしまい生きていけなくなる」という、生命に関する危害についての暗

示による「脅迫」か、少なくとも、精神の作用が妨げられる状態を生じ

させる「精神の自由を不当に拘束する手段」による強制労働である。

（イ）そして、それに対する賃金は金銭としてはまったく支払われておらず、

不衛生なプレハブ小屋での居住と粗末な食事等のみであった。

（ウ）さらに、本件においては、前記第２項で述べたとおり、被告恵庭市は、

自らとほぼ一体化しているか少なくとも実質的に事務局機能を果たして

いる育恵会の会長である亡牧場経営者ＸのＸ牧場が、原告らを働かせて

いることも、これに対する賃金を支払っていないことも認識していた。

ウ 被害発生に係る予見可能性

前記イで述べたように、被告恵庭市は、亡牧場経営者ＸのＸ牧場が、原

告らを働かせていることも、これに対する賃金を支払っていないことも認

識していた。

そして、そのようなＸ牧場であるから、原告らの障害年金を搾取してい

ることについても十分に予見可能性があったといえる。
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エ 権限行使による被害回避可能性

知的障害者福祉法上の「職親」制度であれば、前述のように、被告恵庭

市は、職親となることを希望する者から職親申込書の提出を受け、障がい

福祉課において、「職業の種類及び性質、職場の環境、家庭等が精神薄弱

者の保健その他の福祉を図るうえで不適当なもの」や、「職親の動機が精

神薄弱者の労働力の搾取を目的とすると認められるもの」にあたらないか

等、職親としての適否の判断を行った上で、本人に通知しなければならず

（通達三、四の１、四の３、四の４）、また、職親委託期間も１年以内の

期間を定めて委託し、一般雇用関係に切り替えられるように努めなければ

ならず（通達六の２）、職親委託後は、資格を有する職員をして職親を訪

問して必要な連絡指導を行わなければならないということになっていた。

したがって、不適切な事業者はそもそも職親となることが出来ず、また、

１年更新であって、一般雇用に切り替えるように努めることとされていた

のであり、被告恵庭市職員による訪問による必要な連絡指導も予定されて

いたのであるから、結果回避可能性は十分にあった。

オ 回避義務の有無等

（ア）前述のように、被侵害利益の性質は、障害者の憲法上の自由権や生存

権に直結する極めて重要なものである。

他方、知的障害者福祉法上の職親制度を適用されたとしても、Ｘ牧場

関係者にとっては、強制労働の禁止や最低賃金法の遵守という当然の義

務を果たせば良いだけであるから、同人らが被る不利益は限りなく小さ

い。

（イ）さらに、被告恵庭市は、亡牧場経営者Ｘが会長を務めていた育恵会へ

の関与を通じて、「いわば里親」という形での原告らに対する対応を公

認し、後押ししていたものである。

そして、その結果として、亡牧場経営者Ｘ、亡牧場経営者Ｙ及び亡牧
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場経営者Ｚによる原告らに対する長年の虐待についてもこれを黙認し、

さらには後押ししたものであるから、その違法性は極めて重大である。

このような被侵害利益の性質及び被告恵庭市の違法性の重大さからす

ると、被告恵庭市は結果回避義務を負っていたと言える。

カ まとめ

したがって、被告恵庭市は、本件において、知的障害者福祉法上の職親

制度を適用しなかった権限不行使について、国家賠償法上の違法性が認め

られる。

5 被告恵庭市の対応の違法性（その2）

－育恵会の運営への関わりを通じてＸ牧場関係者による強制労働や最低賃

金法違反に加担したことの違法性－

⑴ 被告恵庭市は、前記第４項で述べたように、本件において、知的障害者福

祉法上の職親制度を適用しなかった権限不行使について、国家賠償法上の違

法性が認められる。

しかし、本件における被告恵庭市の違法行為の本質的部分は、単に知的障

害者福祉法上の職親制度を適用しなかったということではなく、同市がその

運営に深く関与しほぼ一体化していたか、少なくとも実質的に事務局として

の役割を果たしていた育恵会の会長であった亡牧場経営者Ｘが運営するＸ牧

場が、原告らを強制労働させ、また、少なくとも最低賃金以下で労働させて

いたことを認識しながら、これを見逃し、放置していたことにある。

⑵ 前記「第２」第１項⑴で述べたように、強制労働の禁止を定めた憲法１８

条は、私人間にも直接効力を有するものであり、また、公序違反として無効

とされ、不法行為責任を発生させうるものである。

さらに、最低賃金法違反は、強行的・直律的効力による私法上の権利救済

（同法４条２項）のほか、労働基準監督署長による行政監督（同法３１条以

下）や、刑事罰による担保(同法３９条以下)も定められている重大な違法行
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為である。

⑶ そして、被告恵庭市による、これらの強制労働及び最低賃金法違反の見逃

しは、単なる見逃しや放置ではない。

被告恵庭市は、亡牧場経営者Ｘのこういった行為を認識しながら、同人が

会長を務める育恵会について、その運営に深く関与しほぼ一体化していたか、

少なくとも実質的に事務局としての役割を果たしていたのであるから、亡牧

場経営者Ｘ、亡牧場経営者Ｙ及び亡牧場経営者ＺらＸ牧場関係者の行為を黙

認し、さらには後押ししていたと評価されるものであり、その責任は極めて

重大である。

⑷ 被告恵庭市は、マジックワードのように、「いわば里親」という単語を多

用するが、養子縁組をしていない以上、成人した自然人が他の自然人の子ど

もになるわけがない。

被告恵庭市の、育恵会への関与を通じた亡牧場経営者ＸらＸ牧場関係者と

原告らへの対応は、いわば原告らを行政公認の奴隷として扱うものであり、

その違法性は明白かつ重大なものであって、被告恵庭市は国家賠償法１条１

条の責任を免れない。

第７ 被告恵庭市の時代錯誤的な主張について

１ このことについて、被告恵庭市調査報告書は、「当時、知的障がい児の多く

は中学校卒業と同時に知的障害児施設を退所しなければならなかったため、牧

場経営者や養豚事業者などが、それら知的障害児を引き取り、生活の面倒をみ

て家業を手伝わせていた。事業主は広く「里親」「職親」「親方」などと呼ば

れていたが、知的障害者福祉法１６条１項３号の「職親」ではなく、古くから

善意の第三者として知的障害者の面倒をみてきた人たちである。」（乙１９・

９頁注４）とあたかも美談であるかのように述べている。

２ しかし、前記のように、被告恵庭市が知的障害者福祉法上の職親制度を適用
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しなかったことが違法であること等からすれば、やはり「いわば里親」という

主張は成り立つものではない。原告ＡがＸ牧場での住み込み稼働を開始した１

９７６（昭和５１）年当時から、被告恵庭市の取り扱いは違法なものであった

し、それ以降の社会の流れに伴い、その違法性はより強まったと言うべきであ

る。

例えば、２０００年代に入り、２０００（平成１２）年６月７日に公布され

た「社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律」に

より、知的障害者福祉法等の法律が改正され、障害者福祉サービスについては、

利用者の立場に立った制度を構築するため、それまでの行政がサービスの受け

手を特定し、サービス内容を決定する「措置制度」から、障害者福祉サービス

について、障害者自らがサービスを選択し、事業者との対等な関係に基づき、

契約によりサービスを利用する仕組み（「支援費制度」）に２００３（平成１

５）年度より移行することとなった（「社会福祉の増進のための社会福祉事業

法等の一部を改正する等の法律の一部の施行（平成15年4月1日）及びそれに

伴う政省令の改正について(社会・援護局障害保健福祉部関係)〔身体障害者福

祉法〕」（平成１５年３月２８日付け障発第０３２８０２１号)）。

そして、２００５（平成１７）年には障害者自立支援法（現在の障害者総合

支援法の前身）が制定され、障害者を取り巻く社会環境は大きく変わったので

ある。

さらに、２００８（平成２０）年２月１３日に、知的障害をもつ男女４人が

住み込みで働いていた食堂で虐待を受けたとして食堂等に対して損害賠償請求

を起こした、いわゆる三丁目食堂事件がマスコミで大々的に報道され、翌２０

０９（平成２１）年には、同食堂の運営会社が加入していた社団法人・札幌市

知的障害者職親会が解散に至っている。

これらのことからすると、支援費制度が導入された２００３（平成１５）年

までには、被告恵庭市が主張するような「いわば里親」という存在は社会的に
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許容されるものではなくなっており、２００８（平成２０）年２月１３日の三

丁目食堂事件の提訴及び一連の報道をもって、そのことは公知の事実となって

いたというべきである。

３ 適法な「いわば里親」というのがあり得るのだとしたら、原告らは、亡牧場

経営者Ｘと亡牧場経営者Ｙの子どもとして、亡牧場経営者Ｚや同人の弟妹と同

様に、母屋で生活し、同じ食事を食べ、同じように入浴し、同じように小遣い

をもらい、同じように独立の支援を受けて然るべきであるが、実際にはそのよ

うな扱いは全く受けていない。

実際には、原告らは、知的障害があり、行く当てがないところをＸ牧場がそ

の身柄を引き受けて、最低限の住居や食事のみ与えられ、労働をしなければ追

い出されてしまうという黙示の脅迫を受けていたか、精神の自由を不当に拘束

する手段のもとで、その意思に反して劣悪な環境での労働を強制させられてい

たものである。

そして、客観的には、原告らは適切な支援さえ得られていれば、本当にＸ牧

場の住み込みを続ける以外に生きる術がなかったわけではない。

被告恵庭市が行政機関としての機能を正しく果たしていたら、適切な運用が

なされた知的障害者福祉法のもと、適当な職親のもとで生活し、数年後には雇

用契約に移行することも可能であったと考えられるし、そうでなくても他の入

所施設や障害者グループホーム等で人間の尊厳が保障された生活を享受できて

いたはずである。

（なお、原告らは、現在ではいずれも入所施設でなくグループホームで生活

することができており、受け入れ先がないほど重い知的障害ではない。）

４ 被告恵庭市の行為は極めて罪深いものである。

以上


